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域を愛する教育ということでご答弁いただきま

した。大変結構なことだと思いますけど、実は

今回の県公立高校の入試志願倍率、これ最近出

まして、私すごくがっかりしたのは長井工業高

校、全体で0.625倍。120人の定数に対して応募

者総数が、推薦も入れてですけども、75人。で

すから、全部合格しても定員の６割２分５厘し

か、３割７分強があいてしまうということなん

ですよね。南陽高校も定員割れ、置賜農業高校

も定員割れ、荒砥高校も定員割れ、辛うじて長

井高校だけが1.06になったんですね。では、長

井とか西置賜の中学生はどこに行ったのかと。

非常に定員が割れてますので、危惧してるんで

すよね。ですから、これちょっと通告は少し違

いますけども、やはり今後、進路指導の、大変

失礼ですが、怠慢的な部分もあるかと思うんで

すけども、地域をこれから担う子供たちがどん

どん減っていくように危惧するんですけども、

その辺も含めて教育長のご意見をお伺いしたい

と思います。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 私も今回の高校入試、間もな

くあすあすなわけですけれども、志願倍率を見

て大変ちょっとがっかりした思いがございます。

やはり地元にございます２つの高校については

ぜひ１倍を超えてほしいもんだなあ、というふ

うに常々思ってございます。特に今回、長井工

業高校のほうの倍率が低かったということの要

因については十分分析しているわけではありま

せんけれども、決してそういう工業離れが進ん

でいるというふうには私は感じておりません。

むしろやはり小・中学生の時分にそういうもの

づくりに関する興味であるとか関心であるとか、

そういうことを喚起するような、そういう興味

を高めるような教育っていうのがまだまだ不十

分なのかなと。全体として倍率が低くなってい

くっていうのは、これはある意味生徒数が少な

くなっていくっていうことで、これはしようが

ない面もあるかと思いますけども、なお一層今

後両校、それぞれの進路、自分の希望をかなえ

るために高校を選択するというわけですが、も

のづくりに興味のある子供も必ずおりますので、

そういう子供たちが自分の進路決定のときにそ

ういう道を目指せるように、中学校とも連携を

しながら一層頑張ってまいりたいというふうに

思っています。 

○渋谷佐輔議長 12番、五十嵐智洋議員。 

○１２番 五十嵐智洋議員 地元の高校生が少な

くなりますと、長井線の乗車などにもつながっ

て大きな問題ですので、やはり今後、地域全体

で考えていきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いします。終わります。 

 

 

 金子豊美議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、順位９番、議席番号３番、

金子豊美議員。 

  （３番金子豊美議員登壇） 

○３番 金子豊美議員 きょう３月７日は消防記

念日であります。長野県のほうでは防災ヘリの

墜落、全国的には住宅火災などがありまして、

多くの方々が亡くなっております。そんな中、

消防団関係者、それから消防団員、特に女性消

防団員もふえてきておりますので、その方々の

今後の予防消防の活動にご期待申し上げたいと

思います。 

 卒業シーズン、寒暖の差が激しいきょうこの

ごろ、この議場の空気も乾燥し、インフルエン

ザが三たび猛威を振るおうとしています。うが

い、手洗いの励行、それが身を守ります。私も

健康管理には十分気をつけたいというふうに考

えております。 

 さて、ご存じの方々もおられると思いますが、

「飯豊朝日のふところに、つどうは数百の若き
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仲間、地域に根ざし、平和を愛す、無限の力を

団結にひめ、進みゆかんわれら、長井市連合青

年団」、これは今はなくなってしまった長井市

連合青年団団歌の１番の歌詞であります。昭和

60年11月、長井市が市制施行30周年を迎えたこ

の年、「始めよう今、見つめよう未来」をテー

マとする国際青年年の年でもあり、長井市連合

青年団が30周年の記念式典を開催し、記念誌

「30年のあゆみ」を発刊した年でもありました。 

 当時の斎藤伊太郎長井市長がお祝いの言葉を

記念誌に掲載しております。一部抜粋でありま

すが、お聞きください。青年としての特権を最

大限に発揮してください。長井市には市民総参

加のもとにつくり上げた立派なまちづくり目標、

「水と緑と花のながい、活力とやすらぎのま

ち」がございます。また、先ごろ、週刊東洋経

済が発表した住宅環境から見た住みやすい都市

の調査で、長井市は全国第２位に位置していま

す。ますます誇れるまち長井であります。皆さ

んの特権である若さ、情熱、行動力を思い切り

まちづくりにぶつけてください。点々々。青年

団はもっと目立ってくださいという言葉でした。

32年前のことです。皆さんはどのように感じる

でしょうか。時には足跡を振り返ることも必要

だと思いながら、一般質問をさせていただきた

いと思います。 

 地区公民館のコミュニティセンター化につい

て質問をさせていただきます。 

 初めに、平成29年度施政方針の中から、時代

に合った地域づくり、安心な暮らしを守る取り

組み、（４）地域づくり活動の充実に関連して

質問をさせていただきます。 

 施政方針の中で第五次総合計画の重点戦略の

一つである活発な地域づくりの基本は、地域住

民による住民主導型の地域運営であります。住

民ニーズや地域課題が多様化する中、これらに

行政だけできめ細かく対応することは困難であ

り、地域課題の解決に向けた人材育成と地域づ

くりを目指した体制づくりが必要であると考え

ております。地域のまちづくり拠点となる地区

公民館に対し、経費的、物的支援を行いながら、

地域住民の活動の場や機会をつくり、地域活動

の活性化を促してまいります。そのため社会教

育の枠を超えて総体の地域課題に自立的に取り

組むコミュニティセンター化を進めてまいりま

す。 

 住民が各地区の特性や地区全体の課題を確認

するとともに、その解決のための人材育成や事

業を計画、立案し、広く共有するために、地域

づくり計画策定に支援を行ってきました。地域

ぐるみの実践活動につなげ、人と人とのきずな

を強め、地域力の高いコミュニティを実現する

ため、現在２地区でこの計画が策定され、他の

地区も策定に向けて取り組みを進めております。

また、地域づくり計画を策定した地区に対して

は、計画に位置づけられた活動を実践するため

の支援を行い、地域づくりに対する機運の醸成

につなげてまいりますと述べています。 

 また、教育委員会の新年度の重点と施策につ

いて主なものを集約した平成29年度長井市の教

育行政についての中では、②公民館活動の充実

の中で、次に、公民館活動の充実です。特にコ

ミュニティセンター化に向けた地域づくり事業

に取り組む地区公民館に対して、地域づくり推

進課と連携を図りながら支援をしてまいります。

また、市内87館の自治公民館に対しての支援制

度を一部見直し、自治公民館の運営管理に対す

る支援も行ってまいります。主な施策といたし

ましては、自治公民館活性化事業、そして自治

公民館施設整備補助事業に取り組んでまいりま

すと述べています。 

 最初に、87の自治公民館に対しての支援制度

の一部見直しについて、これまで事業開催に対

する補助金の支援に限られていた自治公民館活

性化事業の内容が、施設の燃料費等、維持管理

費の一部に対しても対象となる見直しが行われ
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たことは、特に小規模な自治公民館の活性化に

役立つことと期待し、また見直しを行った当局

の取り組みを評価したいと思います。 

 今の自治公民館に対する補助金制度について、

以前、長井市分館活動費補助金と分館施設整備

補助金の２つの補助金は、長井市独自の補助金

として公民館活動の活性化に貢献してきた制度

の一つでした。活動費補助金については、申請

書を提出した全ての分館、私の記憶によります

と、当時は84から86分館だったと思いますが、

今の自治公民館に平等割と評定割の合計金額が

補助金として支援されていました。ところが、

財政削減の中、制度が変えられた施設整備補助

金は残されましたが、活動費補助金は限られた

予算の中、一定の予算以上の事業を申請した公

民館でないと、これは自治公民館でありますが、

補助を受けられない補助金制度に変更され、特

に小規模の公民館にとっては申請しにくい制度

となっていました。 

 今回の一部見直しにより、今後コミュニティ

の一番身近な施設として自治公民館の活動がま

すます活発になることを期待したいと思います。 

 まず、地区公民館のコミュニティセンター化

の基本的な考えについてお聞きします。 

 人口減少が進み、地域コミュニティの機能低

下が問題となっている中、コミュニティの基礎

は人であり、維持のためには人材の育成、人と

人とのきずなが強く、地域力の高いまちづくり

を実現することが大切であり、そのための地域

の将来あるべき姿を描くことが必要であること

から、地域づくり計画を作定するとのこと。地

域づくりは自分の身の回りの課題を個人や家族

の力で解決する自助、地域の課題を近所や自治

会の力で解決する共助、地域の力では解決が困

難な課題を行政が解決する公助の３つに区分さ

れると言われています。中でも特に共助が重要

と言われているが、人口減少や担い手不足によ

り、共助の部分が弱くなっていることから、コ

ミュニティの衰退につながっているとのことで

す。 

 このような現状の中で地域の共助の部分を強

化し、地域コミュニティの再生を図るためには、

地区公民館をこれまで行ってきた生涯学習を中

心とした公民館活動だけでなく、住民の憩いの

場や地域福祉の場として、また地域防災等の総

合的な拠点の施設として、地域づくり計画に基

づいて住民主体の地域づくりを進める必要があ

ることから、コミュニティセンターに移行する

と。そのことが施政方針や教育行政の中身から、

コミュニティセンター化の基本的な考えだと私

は思っております。 

 以上のことから、次の４つの件について質問

をさせていただきます。 

 １つ目は、地区公民館のコミュニティセンタ

ー移行について、各地区公民館関係者や団体、

市民への周知は十分に行われているのか、市長

にお伺いします。 

 ２つ目は、各地区の地域づくり計画の進捗状

況はどうなっているのか。平野、西根の２地区

はでき上がっているが、その他の地区はどのよ

うな状況か。また、策定を進めていく上で課題

や問題点は何か。地域づくり推進課長にお伺い

します。 

 ３つ目は、これまで移行については指定管理

の更新時期となる平成30年度をめどに実施した

いとの当局側からの説明があったわけですが、

各公民館の関係者もそのつもりで心構えをして

きたと思います。地域づくり計画を完成しても

しなくても６地区一斉に移行すべきだと思いま

すが、市長の考えをお伺いします。 

 ４つ目は、３つ目の質問に関連して、地域づ

くり計画はコミュニティセンター化をしてから

完成しても十分できると思います。各地区の特

徴を生かしたものを策定するには、その方がよ

いと思います。今、実施に向けてしなければな

らないのは、30年度より移行するという市の方
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針をはっきり地区公民館に示すべきだと思いま

すが、市長の考えをお伺いします。 

 次に、コミュニティセンター化後の運営体制、

業務内容についてお聞きします。 

 コミュニティセンター化後、仮称、地区コミ

ュニティセンター協議会に、これまで公民館事

業で実施してきた生涯学習を中心とした公民館

事業及び施設管理運営事業に、地域づくり計画

に基づいて実施するコミュニティ事業が新たに

加わるとのこと。市から何らかの仕事をお願い

するというものではなく、地域の課題を解決す

るために地域がみずから考えて、みずから行う

もので、地域における自治を盛り上げていく上

で重要な活動となるとのことですが、確認も含

めて以下６つの件について質問をさせていただ

きます。 

 １つ目は、指定管理を受ける団体として、仮

称、地区コミュニティセンター協議会を考えて

いるようでありますが、どのような組織を考え

ているのか。各地域の特性を生かした団体にす

べきだと思いますが、市長の考えをお伺いしま

す。 

 ２つ目は、１つ目の質問に関連して、指定管

理の期間は最初３年が妥当と思いますが、市長

の考えをお伺いします。 

 ３つ目は、これまでの施設管理運営、生涯学

習を中心とした公民館事業に加わる業務はどの

ようなものがあるのか。地域づくり推進課長に

お伺いします。 

 ４つ目は、現在ある地区公民館運営協議会と

のかかわりはどうするのか。全てをなくすのか。

市長の考えをお伺いします。 

 ５つ目は、公民館運営協議会委員の今後はど

うなるのか。これまで館長、主事とともに公民

館活動を推進してきた運営協議会の委員、コミ

ュニティセンター化に移行しても職員とともに

事業の企画、立案、実施の面で活躍できる場も

考えられます。例えば活動推進員制度のような

ことも考える必要があるのではないかと思いま

すが、市長の考えをお伺いします。 

 ６つ目、最後の質問となりますが、現在の公

民館職員の立場、効率的な事務管理、事業の推

進等を考えると、早々に地区公民館ごとに組織

の見直しなど、コミュニティセンターへの移行

に向けスピード感を持って取り組むべきだと思

いますが、市長の考えをお伺いします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 金子議員からは、地区公民館の

コミュニティセンター化についてのご質問を、

あるいはご提言をいただきました。ありがとう

ございます。金子議員におかれましては、地区

公民館の主事として長年にわたって地域づくり

の現場で努力されてこられた議員でいらっしゃ

いますんで、今回の質問については大変重みの

ある提言をいただいたと、あるいはご指摘をい

ただいたと思っております。 

 議員、冒頭に長井市の連合青年団の30周年の

お話がございましたけども、昭和60年になさっ

たということですけども、あれから32年ですね。

大きく時代は変わりましたし、またこれからさ

らに30年というともう想像もつかない状況なの

かなというふうに思ってます。長井市の場合は

このままでいくと、20年後には長井市の人口が

２万人を切って、今からさらに３割以上人口が

減ると。 

 したがいまして、今回コミュニティセンター

化についていろいろ地区の公民館の皆様にお願

いしてることについては、公民館の関係者の皆

様、あるいは地区の役員の皆様は誰でもが感じ

ておられると思うんですが、本当に地区が変わ

ってきたんですね。自分自身の地区、あるいは

隣組を見ても、多分20年たったらこの辺のうち

がなくなる。あっ、ここもなくなる、あそこも

なくなるなって見えるうちがいっぱいあるわけ
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ですね。若い人たちが少ないですから、そうす

ると、じゃあ、この地域を誰が担ってくれるん

だろう。それでもひとり暮らしとかお年寄りだ

けの世帯って残るわけですから、これをどうす

るんだろう。これを行政が細かいところまでお

手伝いをするっていうのは不可能であろうとい

うことから、今回このコミュニティセンター化

っていうのがきてるというふうに私は思ってま

す。 

 長井市の場合は教育委員会のほうのご理解も

あって、もうしばらく小学校は統廃合しないで

いこう。また、児童センターは中央地区除いて、

伊佐沢も危機だったんですが、何とか残すこと

ができて、５地区は全部児童センターあるんで

すね。あとは地区公民館、この３つがきちっと

してると、いろいろ大変な部分はもちろんある

んですが、地域のコミュニティ、あるいはこれ

から支え合う地域づくり、そして子供たち、

我々の次の世代が希望を持って住み続けていた

だける、そんな長井市やそれぞれの地域が必ず

や実現できるということを考えて、こういった

ことをお願いしてきました。 

 済みません。前置き長くて恐縮だったんです

が、それでは、早速ご質問にお答え申し上げて

いきたいと思います。 

 まず最初、各地区公民館関係者や団体、市民

への周知は十分かというご指摘でございます。

ご助言でございます。これについては、議員か

らありましたように、端的に言って不十分だと

いうふうに思ってます。これまでも努力して、

教育委員会やら、あるいは地域づくり推進課の

ほうでもさまざまな形で地域に入らせていただ

きましたけれども、まだまだ各地区公民館の館

長や職員の皆さんがメーンでありまして、協議

会やあるいは自治公民館の連絡協議会、運営協

議会、こういった方々へも説明はしてますけれ

ども、全く徹底はしてないだろうっていうふう

に私も認識しております。 

 そのため各地区での説明会に加えて、市報や

ホームページ等の媒体も活用しながら、今まで

も若干周知はやってきたんですが、今後これか

らもっともっとこれは機会を見ながら、なおか

つ特に指定管理、平成30年度から入りたいとい

うふうに思ってますので、29年度あるいは入っ

た年とか、いろんな方々の理解を得られるよう

に、そして市民の皆様に働きかけて、一緒にな

って自分たちの住んでる地域はやっぱり自分た

ちで、人任せじゃなくてやっていこうというこ

とを呼びかけてまいりたいというふうに思いま

す。今後とも周知に努め、広報等々あるいは話

し合い等々を十二分に進めていくようにしたい

と思います。 

 続きまして、平成30年度からの移行は６地区

一斉にすべきと思うが、いかがかというような

ご提言でございます。地域づくり計画をつくっ

ていただきたいということは大分前からお願い

してきて、ある程度指導している、指導ってい

いますか、お手伝いをさせていただいてる文化

生涯学習課やあるいは地域づくり推進課自身も

もう手探りの状況で、ほかの先進の事例とかい

ろんな講師の先生、山大の村松先生であったり、

あるいは川西のコミュニティを実際なさってる

方のお話などをお聞きしながら、まず、一番地

区の目標となるべき地域づくり計画をつくって

もらおうと。いわゆる地域づくり計画っていう

のがこれからの地域の地図とか未来の予想図的

なものですよね。そういったものをやっぱりみ

ずから考えてもらうと。それを私ども上からご

んと押しつけたり、あるいは私どもが何かこれ

をお願いしたり依頼するっていうのは違うだろ

うというふうに思っております。 

 そんな中で、地域づくりの計画の完成してい

ただいてるところとまだ取り組み、これから取

り組もうとしてるところと取り組んでいただい

てるところと随分差が出ております。それが完

成した後じゃないと、コミュニティセンター化
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っていうのはあんまり意味がないだろうという

ふうに思ってまして、したがって、現在のとこ

ろは平成30年度以降、準備のできた地区から順

次コミュニティセンターに移行する方式をとり

たいなというふうに考えております。できます

れば平成30年度に可能な限り複数の地区が同時

にコミュニティセンターに移行できるようにお

願いやら、あるいは一緒になって検討してまい

りたいと思っております。 

 続きまして、私のほうからの３点目ですが、

地域づくり計画はコミセン化後もできるんでは

ないかと。今すべきことは実施に向けて30年度

から移行するという市の方針をはっきり地区公

民館に示すべきではというようなご提言でござ

います。一番最初に申し上げましたとおり、地

域づくり計画は、地域の特色を生かした住みよ

く暮らしやすい地域づくりを進めるものであり、

これを私どもとしては、中央地区もこれは地域

づくり計画はつくって頂きますが、地区の一つ

ですから。ただし、中央地区というのを中心市

街地として、あと周りの５つの地区を地域づく

り計画をつくった後、コミセン化なった後、小

さな拠点としてこれをしっかりと均衡のとれた

まちにしていかなきゃいけない。その小さな拠

点としての機能充実を図るという考え方でござ

いまして、長井市では小さな拠点の整備に係る

さまざまなソフト、あとは施設の足りない部分

の整備も含めて、ハードの両面からの支援を行

っていかなきゃいけないと考えています。 

 コミュニティセンターとは、この小さな拠点

を動かす場でありまして、地域の皆さんが集ま

って力を合わせて課題解決を行う、いわゆる協

働のまちづくりであり、地域のプラットホーム

であるというふうに思ってます。そこでは地域

で生活する上での共助、福祉のあり方、地域福

祉のあり方あるいは災害時の対応、支援体制、

支え合う体制、またこれまでどおり住民の交流

や伝統文化、青少年育成などの計画とそれを実

践していくということになると思います。 

 このようなことからコミュニティセンターと

は、イコール建物ではなくて、住民、市民、そ

の地域の住民、市民がみずから地域を運営する

場ということでございますので、順序としては

まずやっぱり地域計画をみんなで、不十分であ

ってもまずつくるということが重要だと。その

運営は現在の地区公民館という建物をベースに

体制づくりを進めていただきたいと考えており

ます。したがいまして、平成30年度以降、準備

の整った地区から順次移行していったほうがい

いのではないかと考えています。このことにつ

いては、市民の皆様に私どもの考え方をしっか

りと広報等でお知らせしなければならないと考

えております。 

 続きまして、コミュニティセンター化後の運

営体制、業務内容についてということで、私の

ほうからも５点ほどお答えを申し上げます。 

 最初に、指定管理を受ける団体はどのような

組織を考えているのか。地域の特色を生かした

団体にすべきと思うがというご提案でございま

す。 

 コミュニティセンター化後に管理運営をお願

いする団体については、金子議員おっしゃると

おり、地域の特性を生かした団体を想定してお

ります。具体例といいますか、具体的に申し上

げますと、地区によってはこれまで活発な地域

づくりを担っていただいた地域の振興会、新た

につくったものとか以前あるものもございます。

そういったしっかりとした組織を有してる地区

もございますので、そういう団体をベースにし

て組織していただくこともいいのではないかな

と。また、一般的な例としてはこれまで地区公

民館の管理運営を担っていただきました公民館

運営協議会をベースといたしまして、各地区の

地域福祉や防犯、さまざまな活動団体のメンバ

ーが参画した組織も想定できるんではないかと

思います。いずれにしても、さまざまな立場の
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方々に参画いただきまして、地域の特性を踏ま

えながら地域運営を行っていただきたいと考え

ております。 

 続きまして、指定管理の期間はどのように考

えてるかということですが、コミュニティセン

ター化後の指定管理の期間につきましては、現

在の地区公民館の指定管理の期間が平成27から

29年までの３年間となっていることや、児童セ

ンターが５年間となっていることを踏まえまし

て、平成30年度から３年間、または５年間で検

討していきたいと考えているのですけれども、

ただ、平成31年度や平成32年度からコミュニテ

ィセンターに移行する地区も想定されますので、

そういった地区については期間限定で単年度契

約も考慮に入れて対応していきたいと考えてい

ます。 

 したがいまして、これは話し合いをしないと

いけないんですが、先行している地区が２つあ

るんですけども、そこも１年ごとにやってもい

いんじゃないかなと。１年ごとですと、ちょっ

と１年やってみて少し不十分な部分があったり、

あるいは今まで考えていなかった想定外のこと

があったりする、そういったところもなども加

味して２年目からそれをプラスするとかという

ことで、どこかの時点で足並みがそろったらそ

れからは３年とか５年ということでいいのでは

ないかなというふうに思っております。 

 現在、運営協議会とのかかわりはどうするの

かということなんですが、これまで運営協議会

とのかかわり、地区公民館の管理運営を担って

いただいた公民館運営協議会については、コミ

ュニティセンター化後も生涯学習分野の取り組

みが継続を当然していきますので、仮称、コミ

ュニティセンター協議会というようなことで名

称は変わると思いますが、コミュニティセンタ

ーの管理運営を担っていただく地域運営組織に

包含される形でかかわっていただくことになる

のではないかなと思っております。それは地区

ごとでやっぱりやりやすい形でいいんじゃない

かと思ってます。 

 次に、運営協議会委員の今後はどうなるのか。

例えば推進員制度のようなことも考える必要が

あるのではないかということでございますけれ

ども、ちょっと話は少し飛ぶのですが、最終的

には地区コミュニティセンター、それぞれのコ

ミュニティセンターの運営については、いずれ

は法人化をしてもらいたいと。例えば地区ごと

でいいんですが、一番いいのはＮＰＯとかつく

っていただいて、いわゆる私どもの指定管理を

受けつつ、さまざまな事業を、私どもの交付金

なども受けて自主事業もどんどんなさっていた

だく。同時にある程度収益を上げる事業なども

やってもよろしいんじゃないかと。 

 今までもいろいろお話ししてきましたが、収

益を上げるっていうのではないかもしれません

が、例えば冬の間、間口除雪っていうのが問題

になってますけども、あとはひとり暮らしの、

あるいはお年寄りだけの世帯で雪片づけできな

いと、そういったところに対して地区で組織を

つくって、私どもが委託をして除雪機も貸与し

て、それを地区で有料か無料かは別としても、

私どもで委託料は払うわけですけども、そして

その中で地元の意向でいろんなところを暮らし

やすいように、そういった体制をとっていくと。

それは私どものほうで委託を受けるわけですか

ら、収益事業の一つにもなりますしね。 

 そういったことをするためにも、あるいは館

長とか運営委員または特に主事、そういう人た

ちの身分保障やら経費などの保障もしなきゃい

けないので、それはＮＰＯ等々の組織がよろし

いんではないかと。それが全体的に全て同じよ

うな体制になったとしたら、市一本でまとまる

のもいいかもしれませんし、そういったものが

望ましいと。ただ、それを最初から荒療治で、

私どもこうしてほしい、ああしてほしいってい

うふうに余り強制はすべきじゃないんじゃない
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かと考えているところです。 

 運営協議会委員の方々におかれましては、ま

ずはさまざまな事業の企画、立案、実施を担っ

ていただきまして、ノウハウを持っておられる

ことから、コミュニティセンター化後も参画を

いただき、ご活躍いただきたいと考えておりま

す。なお、仮称のコミュニティセンター協議会

の委員が事業へのかかわりを以前のような活動

推進員として役割を担ってもらうかどうかは、

地区ごとの考えを尊重すべきではないかなとい

うふうに考えております。 

 最後になりますけれども、職員の立場あるい

は効率的な事務管理、事業の推進等を考えると、

早々に地区ごとに組織の見直しと移行に向けて

スピード感を持って取り組むべきではないかと。

これごもっともなんですが、やっぱりちょっと

難しいなと思ってるのは、私がそういうふうに

思ってるのかもしれませんが、どうも大分温度

差があって、私のほうからいろいろお願いする

と何か反発されそうで怖いんですね、実は。私

のほうから何か無理やり押しつけてるみたいな

感じが、とられるんじゃないかなっていうふう

に実は思ってまして、ですから、やっぱりある

程度時間をかけて、館長さんとか主事の皆さん、

あるいは運営協議会とか地区の役員の皆さんが、

なるほど、これはやっていったほうがいいと。

じゃあ、時間かかっても地域づくり計画をまず

つくってみようと。ある程度つくって、じゃあ、

体制をどうするかとか、ほかの事例も今度どん

どん出てくるわけですから、そういったところ

の事例を見ながら、我が地区ではどうするかと

いうことを最終的にご判断いただいて、組織の

見直しとかコミセン化についての移行をお願い

したいというふうに思っております。 

 これまで地区公民館で担っていただいた生涯

学習、青少年育成の分野に加えて、さらに教育、

福祉、子育て、産業とあらゆる分野がかかわっ

てまいりますので、さまざまな組織等の調整は

膨大な量になると予想されますが、議員のおっ

しゃるとおり、スピード感を持って短期集中で

取り組んでまいりたいというふうに思います。 

 なお、庁内でも分野横断的な検討が必要にな

ることから、平成29年度早々に関係各課による

検討会議を組織し、議論して、できるだけ早く

組織のあり方について各地区に一つのモデル的

なものをお示しする必要があるというふうに思

います。 

 今、全国でいろんな自治体がこれからそれぞ

れの地域の未来について、大きく変わるという

ことから、さまざまな取り組みが模索されてお

ります。やっぱり長井の場合はどういうタイプ

がいいのか。これからいろいろ地域の座談会に

出ますと、特に道路、河川とかのいろんな改修

等々の要望すごくあるんですね。やっぱりある

県のある町では、あんまり具体的な例を言うと

語弊があるかもしれませんけども、やっぱりそ

ういう地域団体にもう予算を相当預けて、町民

みずからが一緒になって普請してるんです、道

路を。これ前の例なんですけども、そういった

地域はもう既に出ておりますので、もう私ども

が、行政が直接やるのは市道の規格のしっかり

としたような道路とか、あるいは県道、国道と

か、そういった調整を、私どもが工事としては

そういったものをやって、それじゃなくてもう

少し小規模のものなんかはもう地域に任せてや

ってもらうと、そういうふうな形にできれば、

それはそれでいいのかなと。いろんなタイプが

あると思います。ちょっと長くなりましたけど。 

○渋谷佐輔議長 赤間茂樹地域づくり推進課補佐。 

○赤間茂樹地域づくり推進課補佐 それでは、私

のほうからは、地域づくり計画の現在の進捗状

況についてご報告申し上げたいと思います。 

 議員のご発言の中でもありましたとおり、既

に平野地区、西根地区につきましては、地域づ

くり計画が完成いたしまして、現在実践に取り

組んでみているところでございます。ほかの４
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地区につきましては、致芳地区が今年度末に策

定を終えるというふうに伺っております。豊田

地区につきましては、現在策定作業に着手して

おりまして、平成30年の３月に策定終了の予定

ということで計画を立てておられます。伊佐沢

地区につきましては、現在策定に向けた組織づ

くりを行っておりまして、29年度から策定作業

に入るというふうに伺っております。中央地区

につきましては、ことし１月より策定作業を開

始しておりますけども、ほかの地区と比較いた

しましても規模も大きいというふうなことから、

平成29年度はちょっと分野を分けまして、健康

福祉分野、地域の安全・安心分野という２項目

をまず策定して、30年度以降に地域生活分野、

教育文化分野という２つに取りかかるというふ

うに伺っているところでございます。 

 問題点として考えていることについてなんで

すが、ただいま申し上げましたとおり、地区に

よりまして大分事情が違う状況がございます。

そういったことから、同じスタートラインに立

ちましても、策定までの道のりがやっぱりばら

ばらになりますし、６地区が足並みをそろえる

というのはなかなか難しいというところが、こ

の地域づくり計画の進行上の問題点であるとい

うふうに認識しているところでございます。 

 続きまして、２つ目のご質問でございますが、

これまでの施設管理運営、生涯学習を中心とし

た公民館事業に加わる業務はどのようなものか

というふうなご質問でございました。 

 コミュニティセンター化後に新たに加わる業

務というふうに、これに関しましては、一言で

言えば各地区で策定していただいた地域づくり

計画に掲げた目標の実現を図るための業務とい

うふうなことになってしまいますけども、今ま

では公民館の施設の維持管理、人件費をも含め

た維持管理の部分、それから生涯学習部分、そ

れにコミュニティセンターになった場合は地域

づくり計画で行う地域内全体の共助部分の事業

ということで入ってるというふうに思っており

ます。 

 具体的な例というのはないんですけども、例

えばの例を挙げますと、先ほど市長も申し上げ

ましたとおり、例えば高齢者世帯の除雪なんか

は、今まで福祉分野にお願いをして、業者さん

が行って除雪をしていたというふうなことなど

は、地域内の方々でもしかするとできると。し

かもそれが地区内で新たにつくる仕事になるの

ではないか。その仕事がさらに高齢者の、特に

独居老人などの世帯の見守り、見回り隊の役目

も果たすのではないかというようなことなども

考えられまして、さまざまなことができるよう

になるというふうに思っています。 

 このようなことですので、余り地区計画につ

きましては難しく考えるのではなくて、今現在

の地区の方々がやりたいことなどを無理なく住

みよい地区を実現するために、できるものから

一つずつ少しずつ進めていただければというふ

うに考えているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 ３番、金子豊美議員。 

○３番 金子豊美議員 どうもありがとうござい

ました。 

 コミセン化については、私がちょうど議員に

なる前の公民館時代からお話はお聞きしておっ

たわけなんです。30年度をめどにという当時か

らの話もあった中で、今の市長の答弁にありま

したように、地域づくり計画をつくりながらや

るんだという。そしてできたところからコミセ

ン化したいという考えはよくわかるんです。た

だ、今まで30数年の住民主導型の公民館活動の

中で、生涯学習分野以外の部分でもいろいろで

きる範囲で地域づくり関係、それから福祉関係、

そういった部分についてもやってきたわけなん

です。そういった今までの経験、そういった形

の経験や伝統的なものをやってきた中で、30年

度に２地区、あるいは致芳が３月できて体制整

えば３地区ということもあるかもしれませんが、
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私としては６地区全部一緒にスタートするのが

理想的だなっていう考えを持ってるんです。そ

れは市長言ったこともわかるんですけども、各

地区の今の職員初め、地域づくり関係にかかわ

ってる方々の気持ちの問題っていうか、盛り上

がってきて30年度から入るんだよって今までそ

ういう気持ちでやってきた中で、２地区だけ、

あとは後々ってなったところで、一旦気持ちが

途切れてしまうということちょっと心配な部分、

感じておったもんですから、今回は６つ一緒に

やったほうがいいべということで、今回提案さ

せていただいたところなんです。 

 今、公民館、各公民館回ってみますと、計画

をどうやって進めたらいいかって考えてる地区

に、もうできたからこれから先どういうふうに

やっていったらいいべというふうな悩んでる地

区があるんです。その悩みの内容もこれからど

うしていくべっていう、地域づくりを進める、

コミセン化でどんな体制にしていったらいいか

っていう悩んでる部分と、地域づくり計画をつ

くる悩みを持ってる館、それぞれ悩みの内容が

違う中で、今市長が述べたように、できたとこ

ろはコミュニティセンター化するんですよとい

う、そういう道筋を早目に各館のほうに、館長

会とかいろんな部分で話を進めるべきでないか

なというふうに考えてるんですが、それがまず

一番先にすべきことでないかなと思ってるんで

すけども、市長の考え、どうでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 ちょっと私も各地区の公民館長

とか主事の皆さんと最近お話、こちらからお願

いしないとだめなんだと思うんですが、お話し

する機会が余りなくて、五、六年前ぐらいは毎

年、３年ぐらいはやってきたんですが、ここの

ところちょっと具体的にお考えなども聞いてな

いんですが、やっぱりちょっと心配してるのは、

こちらからの、上からの押しつけっていうのは

本当にいいのかなと。結局30年度から今度はコ

ミセン化でお願いしたいと、だから地域づくり

計画をつくってほしいということなんですけど

も、やっぱり温度差があるっていうことは、そ

れをしようという館長さんなり主事の皆さんな

り、あるいは運営協議会の皆さんがそう感じて

ないということですよね。それなのに無理やり

するっていうのはどうなのかな。かといって先

につくっていただいてるところはそのつもりで

いるわけですから、その方たちには待ってくだ

さいっていうのも、これも失礼だなと。したが

って、やる気のあるところしかないんだろうな

と。私どもとしては、多分地域づくり計画をつ

くってないっていうことはする必要がないと思

ってるんですよ。結果として言うとですが。そ

れでコミセン化したほうが今後必ず地域にとっ

てはプラスになるんですと、こう言っても、な

かなかやり方がわかんないとしても、そこをな

かなかできないっていうのは、やっぱりもう少

し時間をかけるしかないと思ってるんですね。

なもんですから、ちょっと今後どうするかは、

特に今一番現場として理解されてるのは文化生

涯学習課でしょうから、そちらの皆さんとあと

館長さんとか主事の皆さんと意見交換したほう

がいいのかもしれませんね。指定管理をする際

には何回かあったですが、最近ちょっと私も把

握してませんので、現場の地域づくり推進課と

話ししながら、やっぱり準備が整ってからやっ

たほうがいいんじゃないかということできたん

ですが、なお検討してまいりたいと思います。 

○渋谷佐輔議長 ３番、金子豊美議員。 

○３番 金子豊美議員 ぜひ今市長述べられたよ

うに、今後各地区の館長さん方とか、そういう

方々と話し合いの機会を持っていただいて、お

話し合いをしていただきたいというふうに思っ

ております。 

 市長が直接話しするのもいいと思うんですけ

ども、例えば地域づくり推進課の職員あるいは

生涯学習課の職員がもう少し地区公民館のほう
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に足を運んでいただいて、やっぱり現場に行っ

て実際公民館の事務所の中で、おかしいですが、

お茶を飲みながらその事務所の雰囲気、公民館

の中の雰囲気、環境、そういったものをやはり

市の職員の方も肌で感じながら、やっぱり説明

をしていただきたい。でないと、公民館主事と

いうのも何となく市の職員の立場とまた違うわ

けですし、そういった中でうまくやっていくに

は、もう少し足を運んでいただきたいというふ

うに思いますけども、市長、どうでしょうか。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 どのぐらいの頻度でお邪魔して

るかって、当然毎週１回は行ってますよね、多

分。行ってないとこれは進められないんで、も

っと頻繁にお邪魔して、地域づくり推進課のほ

うにはいろいろお願いしてるんですが、もう少

し報告してくださいと。やっぱりよく私も把握

してないもんですから、これ自分自身も地区公

民館の館長さんとか主事の皆さんとはできるだ

け早いうちにまずじっくり小一時間ぐらいいた

だいて話しする機会を設けながら、まずはどう

いうふうに考えておられるのかをちゃんと把握

して、やっぱりもう少し、なんていうんでしょ

うかね、心が通じ合わないとうまくいかないの

かなというふうに思いますんで、その辺は努力

したいと思います。 

○渋谷佐輔議長 ３番、金子豊美議員。 

○３番 金子豊美議員 各地区公民館に担当の方

どれぐらい足運んでるか、私も毎日行ってるわ

けではありませんので、わかりませんけども、

きょう多分ネットでこの放送、生放送流れてれ

ば各公民館でごらんになってっかなというふう

に、想像ですが、しておるところであります。 

 このコミセン化というのは、今長井市、地方

創生で取り組んでる中で、中央市街地の活性化

っていうのは、道の駅も含めて話題に上がるん

ですが、その周りっていうか、各地区の目玉だ

と思うんです。ですから、とにかく地域づくり、

生涯学習も含めて人づくりが大切な世の中、人

と人との触れ合いが大切な世の中。そういった

中で今回のコミセン化というのはすごく大きな

事業だというふうに私も思ってます。ですから、

ぜひ市長、当局のほうがコミセン化に移すとい

う考えがあれば、やはり地区の方々の理解を得

ながら、必ず成功するように今後努力していた

だきたい。また、私のほうでもできるものはで

きるなりに協力を申し上げたいというふうに考

えておりますので、ぜひ成功するようにお願い

したいと思います。最後に市長の心意気お聞き

したいと思います。よろしくお願いします。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 金子議員の言葉を重く受けとめ

まして、もう少し公民館のほうにもお邪魔して

いろいろ意見を聞くなど等々して、まず慎重に

ですけども、着実に前に進むように努力してま

いりたいと思います。 

 なお、先ほどからちょっと繰り返しになって

恐縮なんですが、なぜ一斉にしないかっていう

のは、以前川西町の例なども聞いてまして、強

制でぼんとやると反発されてちょっと大変だっ

たというようなことも聞いてますので、私とし

てはやっぱりある程度理解していただくまで時

間も必要だろうと。ただし、金子議員おっしゃ

るように、今回のコミセン化っていうのは、実

は長井市が20年、30年にわたる将来ビジョンを

描く中で、中心市街地と周りの５つの小さな拠

点、そして交通ネットワークをしっかりと持つ、

これで私ども長井はこれからも次の世代にきち

っとバトンタッチできる、そういうまちづくり

ビジョンだと、そういうふうに考えております

んで、この実現に向けて努力してまいりたいと

思います。ありがとうございました。 

○渋谷佐輔議長 ３番、金子豊美議員。 

○３番 金子豊美議員 どこの市町村とは申しま

せんけども、コミセン化をして成功してるとこ

ろに、また失敗したところにいろんなお話を聞
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いております。ぜひ長井市の場合は成功に向け

て頑張っていただきたいということをお願い申

し上げ、私の質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

○渋谷佐輔議長 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は午後３時５分といたします。 

 

 

   午後 ２時４５分 休憩 

   午後 ３時０５分 再開 

 

 

○渋谷佐輔議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

  市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 鈴木富美子議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、順位10番、議席番号６番、

鈴木富美子議員。 

  （６番鈴木富美子議員登壇） 

○６番 鈴木富美子議員 本日のラストバッター

になります。よろしくお願いします。 

 平成29年に入り、早いもので２カ月が過ぎま

した。年を重ねるごとに月日の流れを早く感じ

るのは、私だけでしょうか。一日一日を精いっ

ぱい生きることで悔いのない人生を送りたいと

思います。幸せを感じるまちづくりを目指し、

通告書に従いまして一般質問に入らせていただ

きます。 

 第１項目、フラワー都市交流についてお伺い

いたします。 

 フラワー都市交流は、昭和57年からフラワー

都市交流協議会として開催されたと聞いており

ます。南から鹿児島県沖永良部島の和泊町のユ

リ、福岡県久留米市のつつじ、山口県萩市のツ

バキ、静岡県下田市のスイセン、兵庫県宝塚市

のスミレ、岐阜県大野町のバラ、富山県砺波市

のチューリップ、北海道中富良野町のラベンダ

ー、そして我が長井市のあやめと、各９都市で

花の交流をして、各市町を持ち回りしています

が、ことしは長井市開催ということで、市民の

皆さんも心より歓迎しております。 

 私は萩市を除き７つの市町を訪問させていた

だきました。それぞれ人口の違いはありますが、

おもてなしの心はすばらしいものだと思います。

思い出に残っている一つに和泊町の豚足があり

ます。南国でしか味わえない食には魅力があり

ました。また、中富良野町の壮大な土地で育て

られた地元の野菜、産物等の手づくりの料理で

した。町を挙げて歓迎していることが強く感じ

られました。 

 長井市の開催の日程は、先日の産業・建設常

任委員会協議会で説明がありましたが、６月25

日から26日で間違いがないのか、再度確認させ

てください。また、既に実行委員会は立ち上げ

ていると考えますが、実行委員会のメンバー構

成及び計画の進捗状況はどのようになっている

のかを、市長にお伺いします。 

 今まで多くの市民の方々がフラワー都市交流

で各地域を訪問されておりますが、今までに各

地域を訪問された市民の皆様が今度は長井市に

来られる方々をおもてなしする機会をつくって

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

また、市内の町並み各所にプランターなどを置

き、花いっぱい運動などを展開してはいかがで

しょうか。 

 いよいよ４月21日に観光交流センター川のみ

なと長井がオープンとなることも踏まえ、長井

市にフラワー都市交流で来られる皆様に満足し

ていただくために、どのような気持ちでお迎え

なされるのか、市長にお伺いいたします。 

 続きまして、第２項目に入らせていただきま

す。市内循環バス運営についてお伺いします。 


